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５ 中核市移行による効果と代表的な事務 

１ これまでの都市制度の概要 

２ 中核市制度の見直し 

 平成７年に発足した中核市制度は，地方分権推進の観点から，

順次，昼夜間人口比率や面積などの要件が緩和され，平成２６年

の地方自治法の改正により，人口要件が，３０万人から２０万人

に引き下げられました（平成２７年４月１日施行）。 
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３ 中核市への移行手続 

 国（総務省）は，市からの申出に基づき，中核市に指定します。 

 市は，あらかじめ，市議会の議決を経て，都道府県の同意（都道

府県議会の議決）を得る必要があります。 

中核市への移行について 

６ 今後の予定 ４ 呉市の状況 

 呉市は，地域保健法に基づく保健所政令市の事務や，広島県か

ら広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例に基づき事務

の移譲を受けています。 

 この結果，呉市は，既に中核市の権限とされる項目の約８割の

項目の事務の移譲を受けています。 

 中核市移行により，市民サービスの更なる向上とともに，広島

県南部の中核的な都市として，その存在感を更に高め，イメージ

アップを図ることが可能となります。 

●屋外広告物条例の制定 など

●サービス付高齢者住宅事業の登録 など

●包括外部監査制度の導入

１　特色あるまちづくりの展開が可能となります。

市独自の基準を設定できる範囲が広がることから，地域の特色に配慮したまち
づくりの推進が可能となります。

地域の実情を熟知した市が，事業者の登録・取消しなどを一貫して担当すること
で，迅速な事務処理が可能となります。

市の組織に属さない外部の専門家による監査制度の導入により，市政の信頼性
を更に高めます。

２　迅速な事務処理が可能となります。

３　市政の信頼性の向上が図られます。

 中核市制度の見直しなどから，本市は中核市への移行を目指し

ます。（移行希望日：平成２８年４月１日） 

 中核市移行に向けた今後の予定は，次のとおりです。 

区　分 要　件 　指定状況 (中四国地区指定団体)
※H27.4.1現在

人口50万人以上の市のうち
から政令で指定

全国で20市
・広島市
・岡山市

➢
➢
➢

指定区間外の国道・県道の管理
児童相談所の設置
県費負担教職員の任免，給与決定　など

人口30万人以上の都市の
申出に基づき政令で指定

全国で45市
・福山市・倉敷市
・下関市・高松市
・松山市・高知市

➢
➢
➢

屋外広告物条例による設置制限
特別養護老人ホームの設置の認可・監督
県費負担教職員の研修　など

人口20万人以上の都市の
申出に基づき政令で指定

全国で39市
・呉市
・鳥取市
・松江市

➢
➢
➢

市街化区域・市街化調整区域内の開発行為の許可
土地区画整理組合の設立認可
計量法に基づく勧告，定期検査　など

※特例市制度が廃止された改正地方自治法の施行時に「特例市」の指定を受けていた市は，「施行時特例市」となりました。
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※平成２７年３月までの制度 

年 人　口 面　積 昼夜間人口比率

平成７年
制度創設時

30万人以上 100k㎡以上 100超
(人口50万人未満）

平成11年
改正後

廃　止

平成14年
改正後

人口50万人以上の場

合，面積要件を撤廃

（人口50万人未満の

場合，100k㎡以上）

平成18年
改正後

廃　止

平成27年
改正後

20万人以上

※

※ 昼夜間人口比率

＝ （昼間人口÷夜間人口）×100

年　月 権　限　移　譲　の　内　容

昭和23年 8月 地域保健法に基づく保健所政令市の事務　【中核市権限】

昭和46年10月 大気汚染防止法に基づく政令市の事務　【中核市権限】

平成12年11月 特例市指定

平成17年10月 景観法に基づく景観行政団体の事務　【中核市権限】

平成18年 4月 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく政令市の事務　【中核市権限】

年度 月

11月 総務委員会において「中核市制度について」行政報告

12月 呉市長から広島県知事へ中核市指定に向けての協力要請

３月 総務省のヒアリング（広島県・呉市）

４月 改正地方自治法 施行

６月 市議会総務委員会において「中核市への移行について」行政報告

６月定例会へ中核市指定の申出議案の提出

７月以降 （議決後）呉市から広島県へ中核市指定の同意を申入れ

（県議会議決後）広島県が中核市指定の申出について同意

呉市から総務省へ中核市指定の申出

中核市指定に関する政令公布

市議会へ中核市移行に係る関係条例議案の提出

４月

事　　　　項

H
26

H
28

H
27

中核市へ移行


